
二
五

埼
玉
県
行
政
文
書
か
ら
見
る
県
立
医
学
校
︵
久
保
田
︶

　
　

は
じ
め
に

　

毎
日
の
よ
う
に
テ
レ
ビ
や
新
聞
な
ど
で
、
医
師
不
足
、
医
療
の
地
域
格
差
な
ど

の
医
療
問
題
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
現
在
、
医
療
問
題
は
我
々
に
密
接
し
た
大
き
な

社
会
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
医
療
に
関
す
る
問
題
を
抱
え
て
い
る
の
は

現
代
の
日
本
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。

　

鎖
国
を
行
っ
て
い
た
江
戸
期
か
ら
明
治
維
新
を
迎
え
た
日
本
は
あ
ら
ゆ
る
分
野

で
近
代
化
を
推
し
進
め
て
い
た
。
そ
れ
は
、
医
療
の
世
界
に
お
い
て
も
例
外
で
は

な
か
っ
た
。
近
代
西
洋
医
学
の
導
入
こ
そ
、
明
治
の
日
本
が
抱
え
る
急
務
の
問
題

だ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
江
戸
時
代
で
の
医
学
の
主
流
は
漢
方
医
学
で
あ
っ

た
。
そ
の
た
め
、
明
治
初
期
の
日
本
で
は
、
西
洋
医
学
を
学
ん
だ
医
師
は
少
な
か

っ
た
。
医
師
が
い
な
け
れ
ば
、
西
洋
医
学
は
広
ま
ら
な
い
。
ま
ず
取
り
組
む
べ
き

課
題
の
一
つ
に
医
師
の
養
成
が
あ
げ
ら
れ
て
い
た
。

　

明
治
元
︵
一
八
六
八
︶
年
に
政
府
は
西
洋
医
学
を
採
用
す
る
こ
と
を
明
確
に
し

た
。
明
治
二
年
に
は
、
ド
イ
ツ
医
学
を
採
用
す
る
こ
と
と
し
、
明
治
五
年
に
は
文

部
省
に
医
務
課
を
設
け
た
。
さ
ら
に
、
明
治
七
年
に
は
医
制
を
発
布
す
る
。
医
制

で
は
医
師
開
業
制
度
を
設
け
る
、
医
薬
分
業
制
度
を
確
立
す
る
な
ど
が
掲
げ
ら
れ
、

現
代
に
も
続
く
近
代
医
療
制
度
の
基
礎
と
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
中
に
は
、

西
洋
医
学
を
学
ぶ
為
の
医
学
教
育
を
確
立
す
る
こ
と
も
盛
り
込
ま
れ
た
。
医
制
と
、

明
治
五
年
に
制
定
さ
れ
近
代
学
校
教
育
制
度
の
基
礎
と
な
っ
た
学
制
を
元
に
、
日

本
の
医
学
教
育
は
進
ん
で
い
く
こ
と
と
な
る
。

　

国
が
西
洋
医
学
教
育
確
立
に
動
く
中
で
、
埼
玉
県
は
明
治
八
年
浦
和
に
医
学
校

を
設
置
す
る
こ
と
を
決
め
る
。
し
か
し
、
埼
玉
県
の
医
学
校
は
明
治
九
年
の
開
校

か
ら
わ
ず
か
三
年
余
り
で
廃
校
と
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
の
た
め
、
埼
玉
県
に
医
学

校
が
あ
っ
た
こ
と
を
現
在
知
る
人
は
少
な
い
。
短
期
間
で
廃
校
と
な
っ
た
医
学
校

と
は
ど
う
い
う
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

本
稿
で
は
、
埼
玉
県
立
文
書
館
で
所
蔵
す
る
行
政
文
書
を
中
心
に
、
医
学
校
の

開
校
か
ら
廃
校
ま
で
を
追
っ
て
み
た
い
と
思
う
。

一　

医
学
校
の
開
校

　

埼
玉
県
が
本
格
的
に
近
代
医
療
制
度
の
確
立
に
取
り
組
み
始
め
た
の
は
、
医
制

が
発
布
さ
れ
た
翌
年
の
明
治
八
年
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
ず
、
明
治
八
年
三
月
五
日

に
医
院
を
設
置
す
る
旨
の
布
達︶

1
︵

を
出
し
、
そ
の
中
で
医
生
に
医
業
の
方
向
を
示
す

埼
玉
県
行
政
文
書
か
ら
見
る
県
立
医
学
校

│
開
校
か
ら
廃
校
ま
で
│

　

久
保
田　

友　

子　
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二
六

文
書
館
紀
要
第
二
十
四
号
︵
二
〇
一
一
・
三
︶

と
い
う
考
え
を
示
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
考
え
を
具
体
的
に
規
則
と
し
て
取
り
決

め
た
の
が
︻
資
料
一
︼
の
﹁
医
事
仮
規
則
﹂︵
明
治
八
年
埼
玉
県
達
第
二
六
号
︶
で

あ
る
。

【
資
料
一
】

　

第
廿
六
号

　

 

医
事
に
付
而
ハ
、
是
迄
再
三
相
達
候
通
、
実
に
一
日
も
等
閑
致
置
く
可
ら
す
候
、

依
而
不
日
一
般
の
規
則
剏
設
頒
敷
可
致
候
へ
共
、
差
向
別
紙
之
通
仮
に
規
則
を

施
設
候
条
、
是
に
準
拠
し
速
に
共
同
従
事
可
致
、
此
段
相
達
候
也

　
　
　

明
治
八
年
三
月
廿
二
日　
　
　

埼
玉
県
権
令
白
根
多
助

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

各
区

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

正
副
区
長　

　

一 

浦
和
駅
に
医
館
を
設
置
、
医
長
并
副
両
三
名
を
置
き
、
専
ハ
ら
管
内
の
医
事

を
督
せ
し
め
医
学
生
徒
を
養
成
せ
し
む

　
　
　

但
、
患
者
来
て
診
察
を
請
ふ
と
き
ハ
之
を
許
す

　

一 

医
学
生
徒
を
募
集
し
、
先
つ
中
学
に
入
れ
予
科
を
講
習
せ
し
め
、
予
科
概
成

の
上
本
科
を
修
せ
し
む

　

一 

毎
区
便
宜
の
地
に
於
て
医
学
講
習
所
を
設
、
医
業
の
者
連
月
時
日
を
定
め
此

に
会
同
し
学
科
治
術
を
講
究
す
、
其
会
長
ハ
医
監
之
に
任
す

　
　

 　

但
、
追
而
一
般
の
規
則
頒
敷
迄
ハ
適
宜
講
習
法
を
設
、
其
段
官
庁
に
届
出

可
し

　

一 

毎
区
医
監
壱
員
を
置
、
区
内
の
医
事
を
監
せ
し
む
、
尤
其
区
に
於
て
学
術
徳

望
あ
る
者
を
選
択
し
、
官
庁
よ
り
之
を
命
す

　

一 

医
監
ハ
連
月
時
日
を
定
め
医
館
に
出
頭
し
、
学
科
を
講
論
し
、
治
術
を
研
磨

せ
し
む
、
其
他
万
端
医
長
に
商
議
す
可
し

　

一 

医
業
の
者
ハ
連
年
必
ら
す
両
度
の
試
験
を
経
、
新
に
開
業
す
る
者
ハ
臨
時
受

験
せ
し
む

　

一 

是
迄
開
業
致
候
者
更
に
開
業
願
出
し
む
、
尤
免
状
ハ
追
而
試
験
之
上
授
与
す
、

先
つ
夫
迄
ハ
依
旧
施
術
せ
し
む

　

一 

医
師
患
者
を
治
療
せ
ハ
、
別
紙
雖
︵
雛
︶形

に
準
拠
し
、
必
ら
す
医
案
を
具
し
、
毎

月
末
こ
れ
を
医
監
に
出
し
、
医
監
こ
れ
を
医
長
に
正
し
、
其
可
否
を
判
す

　
　
　
　

︵
後
略
︶

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

︵
埼
玉
県
行
政
文
書
明
一
八
五
︱
二
六
︶

　

こ
の
規
則
は
ま
だ
仮
の
状
態
で
は
あ
っ
た
が
、
県
内
の
医
師
や
行
わ
れ
る
医
療

行
為
を
県
レ
ベ
ル
で
把
握
し
て
い
こ
う
と
し
て
い
る
の
が
わ
か
る
。
医
学
生
徒
を

養
成
す
る
医
館
を
浦
和
に
設
置
し
、
医
師
は
各
行
政
区
に
設
け
ら
れ
る
医
学
講
習

所
で
、
常
に
医
学
を
学
ぶ
こ
と
な
ど
が
決
め
ら
れ
た
。
ま
た
、
開
業
す
る
に
は
試

験
を
受
け
る
こ
と
も
義
務
付
け
ら
れ
た
。
患
者
を
治
療
し
た
場
合
に
は
医
案
を
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
医
案
は
今
で
言
う
カ
ル
テ
の
よ
う
な
も
の
で
あ

る
。
埼
玉
県
の
医
療
に
関
す
る
考
え
方
が
明
確
に
示
さ
れ
た
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ

う
。
翌
日
の
二
十
三
日
に
は
、
医
学
校
の
職
員
の
職
掌
や
学
科
を
定
め
た
﹁
埼
玉
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二
七

埼
玉
県
行
政
文
書
か
ら
見
る
県
立
医
学
校
︵
久
保
田
︶

県
立
学
規
﹂
も
布
達
さ
れ
た
。

﹁
埼
玉
県
立
学
規
﹂︶

2
︵

で
は
、
師

範
学
校
、
中
学
校
、
医
学
校
を

総
称
し
て
、
埼
玉
県
立
学
校
と

称
す
る
と
明
記
さ
れ
て
い
る
。

当
初
は
三
校
同
じ
場
所
で
あ
っ

た
。
中
仙
道
沿
い
に
あ
り
、
現

在
は
東
和
銀
行
と
な
っ
て
い
る
。

敷
地
内
に
は
碑
が
立
っ
て
い
る
。

︵
写
真
︶

　

こ
う
し
て
、
医
学
校
の
場
所

や
学
科
な
ど
は
定
ま
っ
た
。
し

か
し
、
医
学
校
開
校
ま
で
に
は

多
額
の
経
費
が
必
要
で
あ
っ
た
。

　

そ
の
た
め
、
県
は
国
に
対
し
て
︻
資
料
二
︼
の
よ
う
な
伺
い
を
出
し
て
い
る
。

【
資
料
二
】

　
　
　
　

医
学
保
護
金
之
儀
ニ
付
伺

　

 

当
県
管
内
医
舘
設
立
学
業
為
致
研
究
度
、
其
費
用
ノ
如
キ
医
生
ハ
勿
論
按
摩
・

産
婆
・
牛
馬
医
、
其
他
売
薬
薬
舗
等
其
責
ヲ
受
候
ハ
当
然
ニ
モ
可
有
之
、
御
允

許
之
上
別
紙
規
則
書
之
通
致
施
行
、
往
々
官
民
ヲ
シ
テ
尽
ク
仁
術
ニ
浴
セ
シ
メ

候
様
致
度
、
右
壱
通
相
添
何
分
ノ
御
指
揮
相
伺
候
也

　
　

明
治
八
年
五
月
廿
三
日　
　
　
　
　
　
　

埼
玉
県
権
令
白
根
多
助

　
　
　

　
　
　

内
務
卿
大
久
保
利
通
殿　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

︵
後
略
︶

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

︵
埼
玉
県
行
政
文
書
明
一
八
四
三
︱
七
七
︶

　

文
中
に
記
さ
れ
て
い
る
﹁
別
紙
﹂
に
は
具
体
的
に
免
状
が
な
い
と
開
業
出
来
な

い
こ
と
、
医
業
の
者
は
二
十
五
銭
、
牛
馬
医
は
十
銭
を
﹁
医
学
保
護
金
﹂
と
し
て

月
々
負
担
す
る
こ
と
な
ど
が
し
る
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
︻
資
料
二
︼
で
は
﹁
按

摩
・
産
婆
・
牛
馬
医
、
其
他
売
薬
薬
舖
等
﹂
も
医
学
校
を
維
持
す
る
た
め
の
﹁
医

学
保
護
金
﹂
を
支
払
う
責
任
が
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
牛
馬
医
に
ま
で
費
用
の
負

担
を
課
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
医
学
校
の
設
立
に
力
を
入
れ
、
急
い
で
い
た
こ

と
が
窺
わ
れ
る
。
ま
た
、
各
区
医
員
か
ら
納
金
の
願
い
を
受
け
、︶

3
︵

資
金
集
め
も
し

て
い
る
。

　

明
治
八
年
十
二
月
に
な
る
と
︻
資
料
三
︼
に
あ
る
よ
う
に
、
医
学
生
徒
の
募
集

を
行
っ
て
い
る
。

【
資
料
三
】

　

甲
第
五
拾
四
号　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

各
区
正
副
区
長

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　

学
区
取
締

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

各
村
正
副
戸
長

写真　県立医学校碑
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二
八

文
書
館
紀
要
第
二
十
四
号
︵
二
〇
一
一
・
三
︶

　
 

衛
生
ノ
事
項
ニ
付
、
兼
テ
布
達
之
趣
モ
有
之
候
処
、
此
度
坪
井
為
春
ヲ
聘
シ
医

学
校
ヲ
県
立
学
校
中
ニ
開
キ
、
県
費
生
徒
五
十
名
ヲ
限
リ
入
学
差
許
候
条
、
各

区
該
学
志
願
之
者
ハ
左
ノ
規
則
ニ
準
拠
シ
、
明
治
九
年
一
月
七
日
迄
ニ
書
面
ヲ

以
テ
、
本
庁
ニ
可
申
出
、
此
旨
広
告
候
事

　
　
　

明
治
八
年
十
二
月
四
日　
　
　
　
　
　
　

埼
玉
県
権
令
白
根
多
助

　
　
　
　
　

︵
入
学
規
則
は
略
︶

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

︵
埼
玉
県
行
政
文
書
明
一
八
四
三
︱
一
〇
〇
︶

　

公
費
に
よ
る
生
徒
募
集
で
あ
っ
た
が
、
募
集
人
数
は
一
度
で
は
満
た
さ
れ
ず
、

再
三
生
徒
の
募
集
を
し
て
い
る
。
︻
資
料
三
︼
に
記
載
の
あ
る
﹁
坪
井
為
春
﹂
は

旧
薩
摩
藩
奥
医
師
や
幕
府
医
学
所
教
授
な
ど
を
歴
任
し
、
医
学
校
に
教
頭
と
し
て

呼
ば
れ
た
人
物
で
あ
る
。
後
に
校
長
と
な
り
、
医
学
校
廃
校
後
は
埼
玉
県
立
病
院

院
長
を
務
め
る
こ
と
と
な
る
。

　

こ
う
し
て
、
明
治
九
年
一
月
十
八
日
に
医
学
校
は
開
校
と
な
る
。
ま
だ
生
徒
の

再
募
集
を
行
っ
て
い
る
最
中
で
あ
り
、
志
願
者
は
当
日
学
校
に
来
る
よ
う
通
達︶

4
︵

が

出
さ
れ
る
中
で
の
開
校
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
点
で
医
学
校
は
全
国
的
に
官
立
二
校
、

公
立
四
校
、
私
立
三
校
が
あ
る
の
み
で
あ
っ
た
。
埼
玉
県
医
学
校
は
公
立
で
五
校

目
と
な
る
。
明
治
八
年
三
月
に
公
布
さ
れ
た
﹁
医
事
仮
規
則
﹂︵︻
資
料
一
︼︶
か

ら
明
治
九
年
一
月
の
開
校
ま
で
十
个
月
ほ
ど
し
か
経
っ
て
い
な
い
。
開
校
の
状
況

か
ら
見
て
も
、
医
学
校
の
設
立
を
か
な
り
急
い
で
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

二　

医
学
校
の
設
備
の
充
実

　

明
治
九
年
四
月
、
文
部
省
へ
﹁
埼
玉
県
医
学
校
開
業
伺
﹂︶

5
︵

が
提
出
さ
れ
、
五
月

に
は
許
可
さ
れ
る
。
文
部
省
へ
提
出
し
た
﹁
埼
玉
県
医
学
校
開
業
伺
﹂
に
は
教
則

や
教
員
の
履
歴
が
添
付
さ
れ
て
い
る
。
前
記
し
た
﹁
坪
井
為
春
﹂
の
履
歴
書
も
含

ま
れ
て
い
る
。
教
則
に
よ
る
と
生
徒
は
正
則
生
と
変
則
生
に
分
け
ら
れ
て
い
た
。

　

正
則
生
は
年
齢
十
四
歳
か
ら
十
六
歳
の
者
で
、
修
業
年
限
は
五
年
。
変
則
生
は

年
齢
十
七
歳
か
ら
三
十
歳
の
者
で
、
修
業
年
限
は
三
年
と
な
っ
て
い
る
。
他
に
も

正
則
生
は
洋
書
で
、
変
則
生
は
訳
書
で
授
業
を
受
け
る
こ
と
な
ど
学
ぶ
科
目
や
校

則
、
寮
則
等
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
寮
則
で
は
起
床
は
午
前
六
時
、
就
寝
は
午
後

十
時
な
ど
生
活
の
細
部
に
わ
た
っ
て
決
め
ら
れ
て
い
る
。
明
治
九
年
の
入
学
生
徒

は
正
則
生
二
十
八
名
、
変
則
生
三
十
六
名
の
計
六
十
四
名︶

6
︵

で
あ
っ
た
。
こ
の
後
、

三
年
で
廃
校
と
な
る
医
学
校
の
卒
業
生
は
修
業
年
限
か
ら
察
す
る
に
、
す
べ
て
変

則
生
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　

医
学
校
の
開
校
ま
で
か
な
り
急
い
だ
様
子
が
わ
か
っ
た
が
、
開
校
後
も
設
備
の

整
備
を
次
々
と
行
っ
て
い
る
。
ま
ず
、
明
治
九
年
四
月
に
患
者
を
診
察
す
る
衛
生

局
︵
医
局
︶
を
設
置
し
て
い
る
。
校
内
に
病
院
の
機
能
を
も
た
せ
る
こ
と
は
、
学

生
に
直
に
医
療
の
現
場
を
体
験
さ
せ
る
機
会
を
与
え
る
目
的
も
持
っ
て
い
た
。
十

月
に
な
る
と
す
ぐ
近
く
で
は
あ
る
が
、
師
範
学
校
等
か
ら
分
離
し
て
新
し
い
場
所

へ
と
移
転
す
る
。
新
た
な
場
所
は
前
の
場
所
か
ら
三
五
〇
ｍ
ほ
ど
し
か
離
れ
て
お

ら
ず
、
現
在
の
岸
町
公
民
館
の
付
近
で
あ
る
。
移
転
後
、
ま
も
な
く
十
二
月
に
薬

局
を
設
置
す
る
。
薬
局
で
は
薬
代
を
払
う
の
が
困
難
な
者
は
、
区
戸
長
の
認
証
が

あ
れ
ば
無
料︶

7
︵

と
な
っ
た
。
医
学
校
や
師
範
学
校
、
中
学
校
を
総
称
し
て
県
立
学
校

と
し
て
い
た
の
を
、
明
治
十
一
年
九
月
に
個
々
の
学
校
と
し
て
分
離
す
る
布
達︶

8
︵

が
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二
九

埼
玉
県
行
政
文
書
か
ら
見
る
県
立
医
学
校
︵
久
保
田
︶

出
さ
れ
る
。
こ
れ
で
、
名
実
と
も
に
単
独
の
県
立
医
学
校
と
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

こ
の
翌
月
の
十
月
に
は
解
剖
教
室
を
設
置
、
明
治
十
二
年
五
月
か
ら
六
月
に
か
け

て
入
院
患
者
の
病
室
の
設
置
、
診
察
所
の
新
築︵︻
資
料
四
︼︶
と
次
々
に
設
備
の

充
実
を
は
か
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。

【
資
料
四
】

　

明
治
十
二
年
五
月
八
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

県
立
医
学
校

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

学
務
課

　
　
　

診
察
所
新
築
之
儀
ニ
付
伺

　

一
平
屋
建　
　
　
　
　
　

一
棟

　
　
　

此
費
概
算
金
五
百
九
拾
八
円
六
拾
弐
銭
五
厘

　

 

右
ハ
本
校
内
薬
室
診
察
所
是
迄
之
処
ハ
何
分
狭
隘
且
間
取
も
不
足
ニ
シ
テ
、
治

術
上
差
支
之
場
合
も
有
之
ニ
付
、
此
度
本
校
玄
関
南
之
方
、
明
キ
地
江
別
紙
図

面
之
通
リ
御
建
築
相
成
度
、
積
書
相
添
、
此
段
相
伺
候
也

　
　

 

但
、
建
築
費
之
儀
ハ
薬
室
純
益
金
ヲ
以
テ
支
出
候
様
致
度
候
、
尤
御
裁
可
之

上
者
建
設
方
ハ
租
税
課
第
三
分
掌
ヘ
依
頼
致
シ
可
然
哉
、
此
段
併
テ
相
伺
候

也

　
　
　
　

︵
図
面
・
概
算
内
訳
略
︶

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

︵
埼
玉
県
行
政
文
書
明
一
八
五
二
︱
四
九
︶

　

こ
の
診
察
所
は
お
そ
ら
く
増
築
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
確
か
に
こ
れ
ら
の
設

備
が
す
べ
て
揃
っ
て
い
た
の
な
ら
ば
、
医
学
校
と
し
て
の
設
備
と
し
て
は
十
分
な

も
の
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
す
べ
て
の
設
備
が
揃
っ
た
か
は
疑
問
で
あ

る
。
な
ぜ
な
ら
、︻
資
料
四
︼
の
診
察
所
の
新
築
伺
い
か
ら
約
二
个
月
後
の
七
月
に
、

県
会
に
お
い
て
医
学
校
の
廃
止
が
決
議
さ
れ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。

三　

医
学
校
の
廃
止

　

医
学
校
の
開
校
か
ら
設
備
の
充
実
ま
で
、
順
調
に
進
ん
で
い
た
か
に
思
わ
れ
た
。

し
か
し
、
医
学
校
は
廃
止
す
べ
し
と
の
意
見
が
出
て
き
て
し
ま
う
。
直
前
ま
で
診

察
所
を
新
築
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
医
学
校
側
は
多
額
の
予
算
案
で
あ

っ
た
た
め
、
否
決
さ
れ
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
廃
校
に
ま
で
追
い
込
ま
れ
る
と
は

考
え
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

【
資
料
五
】

　
　
　

︵
前
略
︶

　

 

十
五
番
田
島
源
内
曰
、
医
学
ハ
人
生
必
要
ノ
モ
ノ
ニ
テ
其
盛
衰
ハ
大
ニ
人
民
ノ

幸
不
幸
ニ
関
ス
レ
ハ
、
之
ヲ
シ
テ
益
々
隆
盛
ナ
ラ
シ
ム
ル
ハ
切
望
ニ
堪
ヘ
サ
ル

ト
コ
ロ
ナ
レ
ト
モ
、
今
退
テ
熟
ヲ
本
県
医
学
校
ノ
状
況
ヲ
視
察
ス
レ
ハ
、
亦
大

ニ
異
議
ナ
キ
ヲ
得
サ
ル
ナ
リ
、
蓋
シ
本
校
ハ
其
地
位
管
下
ノ
東
隅
ニ
偏
シ
、
児

玉
秩
父
両
郡
ノ
如
キ
ハ
殆
ン
ト
二
十
有
余
里
ノ
距
離
ア
レ
ハ
、
郡
内
若
シ
病
人

ア
ル
モ
之
ニ
就
テ
其
治
療
ヲ
乞
フ
ヲ
得
ス
、
ヨ
シ
ヤ
人
民
カ
遠
ク
病
者
ヲ
携
ヘ

テ
此
地
ニ
来
ル
ト
ス
ル
モ
東
京
ヘ
ハ
僅
ニ
六
里
ナ
レ
ハ
、
寧
ロ
東
京
ニ
至
テ
名
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三
〇

文
書
館
紀
要
第
二
十
四
号
︵
二
〇
一
一
・
三
︶

医
ノ
治
療
ヲ
乞
フ
モ
ノ
ア
ラ
ン
ト
信
ス
、
依
テ
考
フ
レ
ハ
本
校
ハ
其
名
ア
リ
テ

其
実
ナ
キ
モ
ノ
ナ
リ
、
又
医
学
生
徒
養
成
ノ
一
事
ハ
方
今
焦
眉
ノ
急
ナ
ル
カ
故

ニ
、
之
ヲ
本
校
ニ
於
テ
教
授
ス
ル
ヨ
リ
モ
、
寧
ロ
完
全
ナ
ル
東
京
大
学
医
学
部

ニ
依
頼
シ
テ
研
究
セ
シ
ム
ル
ニ
如
カ
ス
、
然
ル
ト
キ
ハ
其
費
用
モ
省
ケ
生
徒
ノ

進
歩
モ
亦
昔
日
ニ
倍
蓰
セ
ン
、
依
テ
本
校
ヲ
閉
ン
コ
ト
ヲ
望
ム
ナ
リ

　
　
　
　

︵
後
略
︶

　
　
　
　
　

︵
埼
玉
県
行
政
文
書
明
一
〇
四
八
︱
埼
玉
県
通
常
会
日
誌
十
二
号
︶

︻
資
料
五
︼
の
意
見
が
ほ
ぼ
医
学
校
の
廃
止
論
側
の
理
由
で
あ
っ
た
。
主
に
場
所

が
県
内
の
一
方
に
寄
り
す
ぎ
て
い
る
、
経
費
の
削
減
に
も
な
り
、
学
生
も
す
で
に

設
備
の
整
っ
た
東
京
大
学
医
学
部
で
学
ん
だ
方
が
よ
い
な
ど
で
あ
っ
た
。
こ
う
し

て
、
翌
八
月
に
医
学
校
廃
止
の
通
達︶

9
︵

が
出
さ
れ
る
。
附
属
の
病
院
は
残
る
こ
と
が

決
定
し
、
熊
谷
駅
に
分
院
が
新
設
さ
れ
る
こ
と
も
決
ま
っ
た
。︶

10
︵

　

医
学
校
廃
止
の
理
由
の
一
つ
に
医
学
校
の
場
所
が
県
内
の
東
隅
で
あ
る
こ
と
が

あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
ま
で
埼
玉
県
の
医
学
校
と
述
べ
て
き
た
が
、
現
在
の
埼

玉
県
域
が
ほ
ぼ
決
ま
っ
た
の
は
明
治
九
年
八
月
で
あ
り
、
医
学
校
が
開
校
し
て
間

も
な
い
頃
で
あ
っ
た
。
現
在
の
埼
玉
県
域
が
決
ま
る
ま
で
の
詳
述
は
省
略
す
る
が
、

明
治
九
年
八
月
に
埼
玉
県
と
熊
谷
県
︵
旧
入
間
県
分
︶
が
合
併
し
て
、
新
し
い
埼

玉
県
誕
生
と
な
る
。
実
は
こ
の
熊
谷
県
に
も
医
学
校
が
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

熊
谷
県
で
は
明
治
九
年
五
月
に
熊
谷
県
医
学
校
を
創
設
し
て
、
医
学
生
の
養
成
に

着
手
し
て
い
た
。
し
か
し
、
熊
谷
県
は
廃
止
さ
れ
、
埼
玉
県
と
群
馬
県
に
分
割
さ

れ
る
こ
と
と
な
り
、
医
学
校
は
群
馬
県
の
前
橋
へ
と
移
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

本
稿
で
は
浦
和
の
埼
玉
県
医
学
校
に
つ
い
て
の
み
述
べ
る
こ
と
と
な
る
が
、
現
在

の
埼
玉
県
域
に
一
時
的
で
は
あ
っ
た
が
、
医
学
校
が
二
校
あ
っ
た
こ
と
は
興
味
深

い
。
し
か
し
、
群
馬
県
に
移
設
さ
れ
た
医
学
校
も
、
明
治
十
四
年
六
月
に
経
費
が

か
か
り
す
ぎ
る
な
ど
の
理
由
で
廃
校
と
な
っ
て
い
る
。︶

11
︵

　

医
学
校
廃
止
の
理
由
と
し
て
、
埼
玉
県
の
医
学
校
も
経
費
が
か
か
り
す
ぎ
る
こ

と
が
あ
げ
ら
れ
て
い
た
。
埼
玉
県
は
県
民
す
べ
て
が
西
洋
医
学
に
て
治
療
を
受
け

る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
、
医
師
の
養
成
を
急
務
と
し
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
の

た
め
に
は
更
な
る
医
学
校
の
拡
張
、
機
器
等
の
欧
米
か
ら
の
輸
入
が
必
要
と
な
っ

て
く
る
。︶

12
︵

薬
価
の
収
入
を
期
待
し
て
い
た
よ
う
だ
が
、
貧
困
の
者
は
区
戸
長
の
認

証
が
あ
れ
ば
薬
価
等
は
無
料
と
な
っ
た
の
で
、
薬
価
の
収
入
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
は

な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　

医
学
校
が
開
校
し
て
か
ら
理
想
に
向
か
っ
て
次
々
と
設
備
が
整
え
ら
れ
て
い
っ

た
こ
と
は
、
前
節
で
み
た
通
り
で
あ
る
。
明
治
十
二
年
五
月
に
診
察
所
の
新
築
に

つ
い
て
伺
い
が
出
さ
れ
て
い
る
が
、︻
資
料
四
︼
に
あ
る
よ
う
に
、
そ
の
費
用
は
概

算
で
﹁
金
五
百
九
拾
八
円
六
拾
弐
銭
五
厘
﹂
と
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
も
﹁
建
築

費
之
儀
ハ
薬
室
純
益
金
ヲ
以
テ
支
出
候
様
致
度
﹂
と
薬
価
収
入
を
見
込
ん
で
い
る
。

し
か
し
、
明
治
十
二
年
の
医
学
校
側
の
予
算
案
で
は
県
の
総
支
出
の
二
十
三
％
に

も
及
び
薬
価
収
入
を
見
込
ん
で
も
十
九
％
強
と
な
っ
て
い
た
。︶

13
︵

結
局
こ
の
予
算
案

は
否
決
さ
れ
、
廃
校
へ
と
追
い
込
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。
多
額
の
経
費
が
医
学
校

に
か
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
く
、
経
費
の
か
け
す
ぎ
と
非
難
を
浴
び
る

こ
と
は
理
解
で
き
る
。
県
の
財
政
難
が
深
刻
な
状
況
で
の
初
め
て
の
県
議
会
で
あ

っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
経
費
の
か
か
り
す
ぎ
る
医
学
校
は
議
論
の
対
象
に
な
り
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三
一

埼
玉
県
行
政
文
書
か
ら
見
る
県
立
医
学
校
︵
久
保
田
︶

や
す
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　

そ
し
て
、
医
学
校
を
廃
校
と
す
る
上
で
一
番
問
題
と
な
っ
た
の
が
、
在
校
生
の

処
遇
で
あ
る
。
在
校
生
は
東
京
大
学
医
学
部
へ
転
学
さ
せ
る
と
決
議
さ
れ
た
。
そ

し
て
、︻
資
料
六
︼
に
あ
る
よ
う
に
東
京
大
学
医
学
部
へ
の
学
費
は
公
費
に
て
支
出

す
る
こ
と
が
建
議
さ
れ
、
可
決
さ
れ
た
。

【
資
料
六
】

　
　
　
　

医
学
生
徒
養
成
之
建
議

　

 

茲
ニ
通
常
会
ニ
於
テ
本
県
医
学
校
費
ハ
民
力
ノ
堪
ヘ
難
キ
ヲ
以
テ
、
遂
ニ
全
廃

論
ニ
帰
シ
タ
リ
、
然
ル
ニ
本
県
ノ
形
状
ヲ
観
ル
ニ
市
街
村
落
ト
モ
良
医
其
人
ニ

乏
シ
、
故
ニ
医
生
養
成
ノ
一
事
ハ
実
ニ
今
日
欠
ク
可
ラ
サ
ル
モ
ノ
ナ
リ
、
已
ニ

欠
ク
可
ラ
サ
ル
モ
ノ
ト
セ
ハ
、
縦
令
本
校
ハ
地
方
経
済
上
ヨ
リ
全
廃
論
ニ
帰
シ

タ
リ
ト
モ
医
生
ヲ
養
成
ス
ル
ハ
、
人
民
衛
生
上
ニ
於
テ
緊
要
ナ
リ
ト
ス
、
且
ツ

之
ヲ
全
廃
シ
タ
ル
カ
為
メ
在
校
ノ
公
費
生
四
十
名
ハ
中
途
ニ
テ
廃
学
シ
、
是
迄

ノ
勉
強
モ
水
泡
ニ
属
ス
ル
カ
如
シ
、
加
之
将
来
医
生
養
成
ノ
路
ヲ
絶
ツ
ニ
至
ル
、

是
誠
ニ
遺
憾
ナ
ラ
ス
ヤ
、
故
ニ
該
生
徒
ハ
東
京
大
学
医
学
部
ノ
定
期
試
験
ヲ
受

ケ
サ
セ
、
及
第
ノ
者
ハ
其
人
員
ノ
多
寡
ヲ
論
セ
ス
地
方
税
ヨ
リ
学
資
ヲ
支
給
セ

ン
ト
ス
、
然
リ
而
シ
テ
之
ヲ
養
成
ス
ル
ノ
費
用
ハ
単
ニ
学
資
ニ
止
ル
ヲ
以
テ
実

ニ
僅
少
ノ
金
額
ナ
リ
、
此
僅
少
ノ
金
額
ヲ
以
テ
該
部
ノ
学
課
ヲ
卒
業
セ
シ
ム
ル

ト
キ
ハ
、
学
術
兼
備
乃
チ
其
人
ニ
シ
テ
従
来
開
業
医
師
ノ
比
ニ
非
サ
ル
ヘ
シ
、

是
真
ニ
経
済
其
道
ヲ
得
、
所
謂
費
ス
所
ノ
金
額
尠
ク
シ
テ
得
ル
所
ノ
利
益
甚
多

キ
者
ト
謂
ヘ
シ
、
今
本
会
ノ
決
議
ヲ
取
リ
、
予
算
金
額
ヲ
別
紙
ニ
掲
ケ
、
之
ヲ

地
方
税
費
目
中
ニ
挿
入
支
出
セ
ン
コ
ト
ヲ
建
言
仕
候
也

　
　

明
治
十
二
年
八
月
十
二
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

県
会
議
長
竹
井
澹
如

　
　
　
　
　

埼
玉
県
令
白
根
多
助
殿

　
　
　

︵
別
紙
略
︶

　
　
　

︵
埼
玉
県
行
政
文
書
明
一
〇
四
八
︱
埼
玉
県
通
常
会
日
誌
第
二
十
九
号
︶

︻
資
料
六
︼
の
建
議
が
な
さ
れ
る
前
に
、
県
は
東
京
大
学
医
学
部
へ
四
十
名
の
入

校
が
可
能
か
問
い
合
わ
せ
て
い
る
。
医
学
部
は
試
験
の
上
で
入
学
を
許
可
し
て
い

る
が
、
現
今
で
は
四
十
名
の
入
学
は
難
し
い
で
あ
ろ
う
と
の
回
答
で
あ
っ
た
。︶

14
︵

し

か
し
、
試
験
に
合
格
す
れ
ば
入
学
は
許
可
さ
れ
る
と
の
こ
と
な
の
で
、
廃
校
直
後

の
建
議
で
は
最
大
四
十
名
に
公
費
に
て
学
費
を
支
給
す
る
と
建
議
さ
れ
た
の
で
あ

ろ
う
。
翌
年
の
明
治
十
三
年
五
月
に
医
学
生
徒
養
成
費
の
予
算
が
議
決︶

15
︵

さ
れ
る
。

こ
の
時
に
議
決
さ
れ
た
医
学
生
徒
の
人
数
は
十
人
分
で
あ
っ
た
。
在
校
生
の
処
遇

は
東
京
大
学
医
学
部
へ
の
転
学
と
決
ま
り
は
し
た
が
、
公
費
に
よ
っ
て
入
学
出
来

る
人
数
は
限
ら
れ
て
い
き
、
転
学
は
ス
ム
ー
ズ
に
進
ん
だ
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

東
京
大
学
医
学
部
の
入
学
期
は
五
月
と
十
一
月
の
年
に
二
回
で
あ
っ
た
。
明
治

十
三
年
六
月
に
は
十
一
月
入
学
予
定
の
生
徒
の
た
め
に
、﹁
東
京
大
学
医
学
部
入
学

生
徒
心
得
﹂︶

16
︵

が
通
達
さ
れ
る
。
医
学
校
に
在
学
し
て
い
た
生
徒
限
定
で
の
募
集
で
、

願
書
や
履
歴
書
の
書
き
方
も
記
載
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、︻
資
料
七
︼
に
よ
る
と

入
学
希
望
の
生
徒
を
募
る
の
が
少
し
遅
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

【
資
料
七
】
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三
二

文
書
館
紀
要
第
二
十
四
号
︵
二
〇
一
一
・
三
︶

　
　
　

東
京
大
学
医
学
部
ヘ
照
会
案
伺

　

学
第
九
十
九
号

　

 
本
県
医
学
生
徒
之
儀
ハ
旧
県
立
医
学
校
ニ
於
テ
養
成
致
来
候
処
、
昨
十
二
年
本

校
ヲ
病
院
ニ
改
メ
候
ニ
付
、
在
学
之
生
徒
ハ
半
途
廃
学
候
場
合
ニ
立
至
リ
候
ヨ

リ
、
県
会
ニ
於
テ
右
生
徒
ハ
地
方
税
ヲ
以
テ
貴
部
ニ
通
学
為
致
候
儀
ニ
決
議
致

候
、
就
而
者
本
年
十
一
月
貴
部
通
学
生
御
募
集
之
節
、
医
学
生
徒
十
名
入
学
為

致
候
心
組
ニ
而
、
夫
々
及
通
達
候
ニ
付
、
既
ニ
県
庁
マ
テ
書
面
差
出
候
者
有
之

候
、
然
ル
処
当
十
一
月
医
学
預
科
生
并
医
学
通
学
生
募
集
之
儀
已
ニ
満
員
ニ
付
、

今
後
申
込
之
分
御
差
止
之
趣
、
本
月
廿
四
日
東
京
日
々
新
聞
ニ
披
閲
致
候
、
右

之
次
第
ニ
相
成
候
而
者
、
本
県
従
来
之
手
続
水
泡
ニ
属
シ
、
甚
遺
憾
候
間
、
前

陳
之
情
景
御
推
察
相
成
、
御
試
験
之
上
、
強
而
通
学
御
許
相
成
候
様
致
度
、
此

段
御
依
頼
旁
及
御
照
会
候
也

　
　

明
治
十
三
年
九
月
廿
七
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

埼
玉
県

　
　
　

東
京
大
学
医
学
部

　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

︵
埼
玉
県
行
政
文
書
明
一
八
四
四
︱
九
六
︶

　

九
月
二
十
四
日
に
東
京
大
学
医
学
部
は
応
募
者
が
満
員
と
な
っ
た
た
め
に
締
め

切
り
前
で
は
あ
る
が
、
応
募
を
打
ち
切
る
と
新
聞
に
て
発
表
す
る
。
埼
玉
県
は
県

内
で
の
募
集
を
ま
と
め
て
応
募
す
る
予
定
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
応
募
を
出
す

前
に
打
ち
切
ら
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
医
学
校
の
生
徒
か
ら
募
集
を
集
め
た

段
階
で
応
募
す
る
こ
と
が
出
来
な
く
な
り
、
埼
玉
県
と
し
て
は
か
な
り
困
惑
し
た

は
ず
で
あ
る
。
医
学
校
廃
校
の
事
情
を
配
慮
し
て
、
試
験
を
受
け
さ
せ
て
欲
し
い

と
懇
願
し
て
い
る
。
︻
資
料
七
︼
は
東
京
大
学
医
学
部
へ
の
照
会
の
い
わ
ば
下
書

き
で
あ
る
が
、
後
半
文
章
の
﹁
強
而
﹂
の
二
字
を
消
し
て
出
す
よ
う
訂
正
さ
れ
て

い
る
。
﹁
強
而
﹂
と
い
う
二
字
は
語
気
が
強
す
ぎ
る
と
判
断
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

【
資
料
八
】

　

第
四
百
〇
六
号

　

 

貴
県
医
学
生
徒
ノ
儀
、
県
会
ニ
於
テ
地
方
税
ヲ
以
テ
本
部
ヘ
通
学
之
御
心
組
ニ

候
処
、
新
聞
紙
上
ニ
於
テ
已
ニ
満
員
ニ
付
、
今
后
申
込
ノ
分
差
止
之
儀
広
告
致

し
候
ニ
付
、
是
迄
ノ
手
続
水
泡
ニ
属
シ
候
間
、
試
験
ノ
上
入
学
許
可
云
々
学
第

九
十
九
号
ヲ
以
御
照
会
之
趣
キ
致
承
知
候
、
右
ハ
御
申
越
之
趣
キ
無
余
儀
候
ヘ

共
、
貴
県
生
徒
ニ
限
リ
定
員
外
試
験
入
学
差
許
し
候
テ
ハ
他
一
般
ニ
差
響
キ
、

何
分
御
需
ニ
応
シ
兼
候
、
尤
来
十
四
年
五
月
募
集
致
し
候
ニ
付
、
其
節
不
後
様

御
差
出
可
有
之
、
此
段
及
御
答
候
也

　
　
　

明
治
十
三
年
十
月
二
日　
　
　
　
　
　
　
　
　

東
京
大
学
医
学
部
印

　
　
　
　
　
　
　
　

埼
玉
県
御
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

︵
埼
玉
県
行
政
文
書
明
一
八
四
四
︱
九
六
︶

　

︻
資
料
八
︼
は
東
京
大
学
医
学
部
か
ら
の
回
答
で
あ
る
。
埼
玉
県
だ
け
特
別
に

試
験
を
認
め
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
と
、
今
回
の
明
治
十
三
年
十
一
月
入
学
の
応

─ 　 ─57



三
三

埼
玉
県
行
政
文
書
か
ら
見
る
県
立
医
学
校
︵
久
保
田
︶

募
に
つ
い
て
は
断
ら
れ
て
し
ま
う
。
次
回
の
明
治
十
四
年
五
月
入
学
の
募
集
の
際

に
は
、
早
め
に
応
募
し
て
欲
し
い
と
の
回
答
で
あ
っ
た
。
生
徒
達
は
明
治
十
二
年

八
月
の
医
学
校
の
廃
校
か
ら
一
年
半
以
上
も
、
東
京
大
学
医
学
部
へ
の
転
学
が
出

来
な
い
状
況
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
れ
は
、
埼
玉
県
に
と
っ
て
は
予
想
外
の
展

開
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
医
学
校
か
ら
東
京
大
学
医
学
部
へ
入
学
し
た
者
は
ど
の
く
ら
い
い

た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
、
明
治
十
四
年
・
十
五
年
に
東
京
大
学
医
学
部
へ
入

学
願
い
を
提
出
し
た
生
徒
に
つ
い
て
、
少
し
追
っ
て
み
た
い
と
思
う
。
県
の
行
政

文
書
に
残
る
入
学
願
い
及
び
履
歴
書
か
ら
生
徒
達
を
抜
粋
し
て
み
た
。︶

17
︵

　

︻
東
京
大
学
医
学
部
へ
の
公
費
に
よ
る
入
学
願
者
︼

　
　

①
浅
井
大
吉　
　

明
治
十
二
年
三
月
～　
　
　
　
　

県
立
医
学
校
在
籍

　
　
　
　
　
　
　
　
　

明
治
十
三
年
五
月
～　
　
　
　
　

東
大
医
学
部
入
学

　
　
　
　
　
　
　
　
　

明
治
十
三
年
九
月　
　
　
　
　
　

入
学
願

　
　
　
　
　
　
　
　
　

明
治
十
三
年
十
一
月　
　
　
　
　

学
資
支
給

　
　

②
小
室
蔦
之
助　

明
治
十
二
年
三
月
～　
　
　
　
　

県
立
医
学
校
在
籍

　
　
　
　
　
　
　
　
　

明
治
十
四
年
三
月　
　
　
　
　
　

東
大
医
学
部
入
学
照
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　

明
治
十
四
年
五
月　
　
　
　
　
　

入
学
願　

学
資
支
給

　
　

③
山
下
詮
太
郎　

明
治
九
年
二
月
～　
　
　
　
　
　

県
立
医
学
校
在
籍

　
　
　
　
　
　
　
　
　

明
治
十
四
年
三
月　
　
　
　
　
　

東
大
医
学
部
入
学
照
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　

明
治
十
四
年
九
月　
　
　
　
　
　

入
学
願

　
　
　
　
　
　
　
　
　

明
治
十
四
年
十
二
月　
　
　
　
　

学
資
支
給

　
　

④
伊
藤
真
太
郎　

明
治
九
年
二
月
～　
　
　
　
　
　

県
立
医
学
校
在
籍

　
　
　
　
　
　
　
　
　

明
治
十
四
年
三
月　
　
　
　
　
　

東
大
医
学
部
入
学
照
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　

明
治
十
四
年
五
月　
　
　
　
　
　

入
学
願　

学
資
支
給

　
　

⑤
須
田
行
三　
　

明
治
九
年
九
月
～
十
一
年
十
一
月　

県
立
医
学
校
在
籍

　
　
　
　
　
　
　
　
　

明
治
十
四
年
三
月　
　
　
　
　
　

東
大
医
学
部
入
学
照
会

　
　

⑥
鈴
木
理
三
郎　

明
治
十
二
年
六
月
～　
　
　
　
　

県
立
医
学
校
在
籍

　
　
　
　
　
　
　
　
　

明
治
十
四
年
三
月　
　
　
　
　
　

東
大
医
学
部
入
学
照
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　

明
治
十
四
年
十
月　
　
　
　
　
　

東
大
医
学
部
入
学
照
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　

明
治
十
五
年
三
月　
　
　
　
　
　

東
大
医
学
部
入
学
照
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　

明
治
十
五
年
五
月　
　
　
　
　
　

入
学
願

　
　

⑦
三
輪
源
次
郎　

明
治
十
二
年
三
月
～　
　
　
　
　

県
立
医
学
校
在
籍

　
　
　
　
　
　
　
　
　

明
治
十
四
年
三
月　
　
　
　
　
　

東
大
医
学
部
入
学
照
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　

明
治
十
四
年
九
月　
　
　
　
　
　

東
大
医
学
部
入
学
照
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　

明
治
十
五
年
一
月　
　
　
　
　
　

入
学
願　

学
資
支
給

　
　

⑧
山
田
種
助　
　

明
治
九
年
二
月
～　
　
　
　
　
　

県
立
医
学
校
在
籍
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三
四

文
書
館
紀
要
第
二
十
四
号
︵
二
〇
一
一
・
三
︶

　
　
　
　
　
　
　
　
　

明
治
十
四
年
三
月　
　
　
　
　
　

東
大
医
学
部
入
学
照
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　

明
治
十
四
年
五
月　
　
　
　
　
　

入
学
願　

学
資
支
給

　
　

⑨
忍
田
時
三
郎　

明
治
十
一
年
五
月
～　
　
　
　
　

東
大
医
学
部
入
学

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

県
立
医
学
校
在
籍
せ
ず

　
　
　
　
　
　
　
　
　

明
治
十
五
年
二
月　
　
　
　
　
　

学
資
支
給
伺
い

　
　

⑩
山
邨
直
次
郎　

明
治
十
年
一
月
～　
　
　
　
　
　

東
大
医
学
部
入
学

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

県
立
医
学
校
在
籍
せ
ず

　
　
　
　
　
　
　
　
　

明
治
十
五
年
四
月　
　
　
　
　
　

学
資
支
給
伺
い

　
　

⑪
鈴
木
彬
郷　
　

明
治
十
五
年
四
月
～　
　
　
　
　

東
大
医
学
部
入
学

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

県
立
医
学
校
在
籍
せ
ず

　
　
　
　
　
　
　
　
　

明
治
十
五
年
七
月　
　
　
　
　
　

学
資
支
給
伺
い

　

十
一
名
の
生
徒
を
あ
げ
て
み
た
。
大
き
く
①
、
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
、
⑨
⑩
⑪
の

三
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
わ
け
る
こ
と
が
出
来
る
。
ま
ず
は
、
一
つ
目
の
①
か
ら
見
て

い
く
こ
と
に
す
る
。
①
の
浅
井
大
吉
は
明
治
十
二
年
三
月
か
ら
三
个
月
間
県
立
医

学
校
に
在
籍
し
、
明
治
十
三
年
五
月
に
東
京
大
学
医
学
部
に
入
学
し
て
い
る
。
埼

玉
県
が
﹁
東
京
大
学
医
学
部
入
学
生
徒
心
得
﹂
を
通
達
し
、
入
学
希
望
の
生
徒
を

募
集
し
て
い
る
の
が
明
治
十
三
年
の
六
月
で
あ
る
。
浅
井
大
吉
は
埼
玉
県
が
募
集

を
か
け
る
前
に
、
東
京
大
学
医
学
部
へ
入
学
し
た
こ
と
に
な
る
。
埼
玉
県
が
募
集

し
て
い
た
生
徒
は
公
費
に
よ
る
入
学
希
望
者
な
の
で
、
お
そ
ら
く
浅
井
大
吉
は
自

費
に
て
入
学
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
後
、
明
治
十
三
年
九
月
に
公
費
に
よ

る
入
学
願
を
提
出
し
、
十
一
月
に
学
費
支
給
が
開
始
さ
れ
て
い
る
。
ち
ょ
う
ど
こ

の
時
期
に
埼
玉
県
は
東
京
大
学
医
学
部
か
ら
明
治
十
三
年
十
一
月
分
の
入
学
は
す

で
に
満
員
と
な
っ
た
の
で
、
入
学
試
験
の
応
募
は
受
け
ら
れ
な
い
と
断
ら
れ
て
い

る
。
し
か
し
、
浅
井
大
吉
は
す
で
に
入
学
し
て
い
る
者
と
し
て
学
費
支
給
が
認
め

ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
時
期
に
学
費
支
給
願
い
を
提
出
し
て
い
る
の
は
、
行
政

文
書
か
ら
は
浅
井
大
吉
の
み
し
か
確
認
出
来
な
い
。
一
人
し
か
い
な
か
っ
た
と
断

定
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
が
、
医
学
校
廃
止
直
後
に
東
京
大
学
医
学
部
へ
自
費
に

て
転
学
し
た
者
は
少
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　

次
の
②
か
ら
⑧
の
グ
ル
ー
プ
は
県
が
通
達
し
た
﹁
東
京
大
学
医
学
部
入
学
生
徒

心
得
﹂
に
沿
っ
て
志
願
し
た
生
徒
達
で
あ
る
。
県
へ
東
京
大
学
医
学
部
に
進
学
し

た
い
と
入
学
照
会
を
出
し
、
認
め
ら
れ
れ
ば
入
学
試
験
を
受
験
す
る
。
合
格
す
る

と
再
び
県
へ
公
費
に
よ
る
入
学
の
願
い
を
出
す
。
そ
し
て
、
学
費
等
の
支
給
が
な

さ
れ
る
。
と
い
う
の
が
、
基
本
の
流
れ
の
よ
う
で
あ
る
。
複
数
入
学
照
会
を
出
し

て
い
る
者
が
い
る
こ
と
か
ら
︵
⑥
⑦
︶、
受
験
を
希
望
す
る
度
に
入
学
照
会
を
出
さ

な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
明
治
十
四
年
に
提
出
さ
れ
た

入
学
照
会
に
添
付
さ
れ
て
い
る
彼
ら
の
履
歴
書
は
、
作
成
さ
れ
た
日
付
を
見
て
み

る
と
、
明
治
十
三
年
九
月
頃
の
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
応
募
を
断

ら
れ
た
明
治
十
三
年
十
一
月
入
学
分
の
受
験
の
際
に
県
へ
提
出
し
た
履
歴
書
を
そ

の
ま
ま
使
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
在
校
生
た
ち
は
明
治
十
二
年
八
月
に
医
学
校
廃
止

の
通
達
が
出
さ
れ
て
か
ら
、
約
一
年
半
以
上
も
待
た
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
で

─ 　 ─55



三
五

埼
玉
県
行
政
文
書
か
ら
見
る
県
立
医
学
校
︵
久
保
田
︶

は
、
こ
の
約
一
年
半
以
上
の
間
、
在
校
生
た
ち
は
ど
う
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

彼
ら
の
履
歴
書
を
見
る
と
、﹁
東
京
府
愛
宕
下
町
高
谷
龍
州
に
て
学
ぶ
﹂
﹁
下
熊
谷

駅
埼
玉
県
立
病
院
長
大
野
秋
香
に
て
学
ぶ
﹂
な
ど
と
記
載
が
あ
る
。
病
院
や
診
療

所
な
ど
の
医
師
に
師
事
し
、
医
学
を
引
き
続
き
学
ん
で
い
た
よ
う
で
あ
る
。
上
記

に
あ
る
﹁
大
野
秋
香
﹂
は
医
学
校
の
教
師
で
も
あ
っ
た
の
で
、
師
事
し
た
教
師
と

同
じ
病
院
へ
移
っ
た
も
の
も
い
た
。
推
測
で
は
あ
る
が
、
他
の
在
校
生
も
病
院
や

診
療
所
等
へ
移
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
東
京
大
学
医
学
部
へ
最
初
に
生
徒
の
転
学
に

つ
い
て
問
い
合
わ
せ
た
時
は
四
十
名
で
あ
っ
た
の
で
、
や
は
り
県
立
医
学
校
か
ら

東
京
大
学
医
学
部
へ
公
費
に
て
進
学
出
来
た
人
数
は
少
な
い
と
い
う
印
象
を
受
け

ざ
る
を
え
な
い
。

　

最
後
は
⑨
か
ら
⑪
の
グ
ル
ー
プ
で
あ
る
。
こ
の
三
人
は
明
治
十
五
年
に
学
費
支

給
の
伺
い
を
出
し
て
い
る
。
履
歴
書
に
よ
る
と
、
県
立
医
学
校
に
在
籍
し
た
こ
と

は
な
い
。
⑨
⑩
の
二
人
は
県
立
医
学
校
が
廃
止
と
な
る
前
の
明
治
十
一
年
に
東
京

大
学
医
学
部
に
入
学
し
て
い
る
の
で
、
お
そ
ら
く
自
費
に
て
進
学
し
た
も
の
と
思

わ
れ
る
。
明
治
十
五
年
以
降
は
県
立
医
学
校
に
在
籍
し
た
こ
と
の
な
い
生
徒
に
学

費
支
給
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
在
校
生
の
医
学
校
廃
止
後
の
処
遇
に
関
し
て
は
、
ス
ム
ー
ズ
に

東
京
大
学
医
学
部
へ
転
学
出
来
た
と
は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
医
学
校

が
廃
校
と
な
っ
て
も
、
医
学
を
学
ぶ
こ
と
を
あ
き
ら
め
な
い
姿
勢
を
廃
校
後
の
生

徒
達
か
ら
垣
間
見
る
こ
と
が
出
来
る
。

　
　

お
わ
り
に

　

以
上
、
県
立
医
学
校
の
開
校
か
ら
廃
校
ま
で
を
、
簡
単
で
は
あ
る
が
追
っ
て
み

た
。
西
洋
医
学
を
埼
玉
県
に
少
し
で
も
早
く
取
り
入
れ
た
い
と
の
思
い
が
、
医
学

校
の
開
校
を
急
が
せ
た
こ
と
は
わ
か
っ
た
。
し
か
し
、
開
校
時
の
な
か
な
か
生
徒

が
集
ま
ら
な
い
な
ど
の
状
況
を
見
て
み
る
と
、
少
し
急
ぎ
過
ぎ
た
の
で
は
な
い
か

と
い
う
印
象
も
受
け
た
。
開
校
後
に
次
々
と
設
備
を
充
実
さ
せ
て
い
け
ば
、
経
費

が
膨
大
に
か
か
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

　

ま
た
、
今
回
東
京
大
学
医
学
部
へ
転
学
し
た
生
徒
に
つ
い
て
も
、
少
し
詳
し
く

見
て
み
た
。
限
ら
れ
た
人
数
し
か
転
学
し
て
い
な
い
こ
と
、
転
学
が
実
現
す
る
ま

で
時
間
を
要
し
た
こ
と
な
ど
を
改
め
て
実
感
す
る
こ
と
が
出
来
た
。
や
は
り
学
校

が
廃
校
と
な
り
、
一
番
考
慮
す
べ
き
な
の
は
生
徒
の
こ
と
で
あ
る
と
考
え
さ
せ
ら

れ
た
。

　

医
学
校
廃
校
後
に
残
っ
た
病
院
機
能
も
、
明
治
十
四
年
に
熊
谷
の
分
院
が
、
明

治
二
十
三
年
に
浦
和
の
本
院
が
廃
止
と
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
て
、
埼
玉
県
に
医

学
校
が
あ
っ
た
こ
と
は
あ
ま
り
知
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

卒
業
生
の
中
に
は
浦
和
で
開
業
し
た
者
も
お
り
、
短
い
期
間
で
は
あ
っ
た
が
、
医

学
校
は
埼
玉
県
の
近
代
医
療
の
発
展
を
語
る
上
で
、
欠
く
こ
と
の
出
来
な
い
存
在

で
あ
る
と
言
え
る
。

　

こ
れ
ま
で
も
何
度
か
述
べ
た
が
、
医
学
校
が
存
在
し
た
こ
と
は
残
念
な
が
ら
一

般
的
に
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
。
明
治
時
代
の
初
め
、
埼
玉
県
の
近
代
医
療

の
発
展
の
た
め
に
医
学
校
が
設
立
さ
れ
た
こ
と
を
、
少
し
で
も
多
く
の
県
民
に
知

っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
願
い
つ
つ
本
稿
を
終
え
た
い
と
思
う
。
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三
六

文
書
館
紀
要
第
二
十
四
号
︵
二
〇
一
一
・
三
︶

註︵
1
︶
﹁
医
院
開
院
布
達
﹂

　
　
　

第
十
壱
号　
　
　

　
　
　

 
医
術
之
義
ハ
人
身
之
存
亡
に
関
し
、
不
容
易
事
業
に
候
処
、
間
に
ハ
無
学
無
術
之

徒
も
有
之
、
妄
に
貴
重
之
性
命
を
弄
ふ
、
実
に
駭
歎
之
至
な
り
、
方
今
文
化
隆
盛

之
折
柄
其
弊
害
速
に
一
洗
せ
さ
る
可
ら
す
、
依
て
今
般
医
院
を
置
き
、
目
今
之
医

生
を
し
て
医
業
之
方
向
を
知
し
め
、
其
子
弟
を
し
て
医
学
に
従
事
せ
し
む
可
し
、

其
費
用
の
如
き
ハ
管
内
之
医
生
ハ
勿
論
按
摩
・
産
婆
・
牛
馬
医
、
其
他
一
切
売
薬

之
者
少
し
く
其
責
を
受
さ
る
可
ら
す
、
追
て
一
般
着
手
之
方
法
も
可
相
達
候
間
、

区
長
取
締
能
く
其
義
を
締
認
し
、
人
民
を
し
て
尽
く
仁
術
に
浴
せ
し
む
可
し
、
此

旨
兼
て
相
達
置
候
也

　
　
　
　

明
治
八
年
三
月
五
日　
　
　

埼
玉
県
権
令
白
根
多
助

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

各
区

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

正
副
区
長

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

学
区
取
締

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

︵
埼
玉
県
行
政
文
書
明
一
八
五
︱
一
一
︶

︵
2
︶
埼
玉
県
行
政
文
書
明
一
八
四
三
︱
七
四

︵
3
︶
埼
玉
県
行
政
文
書
明
一
八
四
三
︱
八
八

︵
4
︶
埼
玉
県
行
政
文
書
明
二
二
六

︵
5
︶
埼
玉
県
行
政
文
書
明
一
八
四
三
︱
一
〇
五

︵
6
︶
﹃
新
編
埼
玉
県
史　

通
史
編
５
﹄
︵
埼
玉
県　

一
九
八
八
年
︶
五
三
一
頁

︵
7
︶
埼
玉
県
行
政
文
書
明
一
八
四
三
︱
一
七
三

︵
8
︶
埼
玉
県
行
政
文
書
明
一
八
五
二
︱
二
三

︵
9
︶
埼
玉
県
行
政
文
書
明
一
八
五
二
︱
七
一
～
七
三

︵
10
︶
埼
玉
県
行
政
文
書
明
三
一
二

︵
11
︶ ﹃
群
馬
県
史　

通
史
編
９　

近
代
現
代
３
﹄
︵
群
馬
県　

一
九
九
〇
年
︶
一
一
〇
頁

︵
12
︶ ︻
資
料
五
︼
の
県
会
日
誌
の
附
録
を
参
考
資
料
と
し
て
あ
げ
る
。
医
学
校
の
費
用
が

な
ぜ
多
額
と
な
っ
て
し
ま
う
の
か
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
医
学
校
が
目

指
し
て
き
た
こ
と
、
行
っ
て
き
た
こ
と
な
ど
が
簡
潔
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　

県
立
医
学
校
費

　
　
　

 

医
術
ハ
人
命
ノ
係
ル
所
ナ
レ
ハ
、
技
術
ノ
中
是
ヨ
リ
重
要
ナ
ル
者
ア
ル
コ
ト
ナ
シ
、

故
ニ
維
新
以
来
政
府
盛
ニ
医
学
ヲ
開
キ
、
病
院
ヲ
設
ケ
、
府
県
ノ
生
徒
ヲ
シ
テ
医

術
ヲ
研
究
セ
シ
ム
、
其
規
模
洵
ニ
大
ナ
リ
ト
云
フ
可
シ
、
然
レ
ト
モ
内
外
二
科
ノ

生
徒
定
数
ア
ル
ヲ
以
テ
数
十
年
経
ル
ニ
非
ザ
レ
ハ
、
万
衆
病
客
ノ
需
ニ
応
ス
ヘ
キ

良
医
ヲ
備
フ
ル
コ
ト
能
ハ
ス
、
是
ヲ
以
テ
本
県
ニ
於
テ
、
明
治
九
年
一
月
県
立
医

学
校
ヲ
創
始
シ
、
正
変
二
則
ヲ
設
ケ
テ
、
生
徒
六
拾
四
名
ヲ
入
学
セ
シ
ム
、
既
ニ

シ
テ
生
徒
ノ
学
稍
成
リ
業
漸
進
ム
ヲ
以
テ
、
傍
ラ
治
術
ヲ
実
施
セ
シ
メ
ン
ト
欲
シ
、

十
年
十
二
月
薬
室
ヲ
校
内
ニ
設
ケ
臨
床
医
学
ニ
供
セ
シ
ム
、
以
来
治
ヲ
乞
フ
者
日

ニ
増
シ
、
月
ニ
加
ハ
リ
テ
男
女
五
千
五
百
四
人
ニ
至
レ
リ
、
其
中
起
死
回
生
ノ
績

ヲ
奏
セ
シ
者
モ
亦
少
カ
ラ
ス
、
近
頃
病
室
ヲ
開
キ
、
患
者
ノ
入
宿
ヲ
許
シ
テ
之
ヲ

治
療
セ
シ
メ
、
其
中
貧
困
ナ
ル
者
ニ
ハ
医
薬
食
料
ヲ
給
セ
ン
ト
ス
、
是
ノ
如
ク
ナ

ル
カ
故
ニ
、
生
徒
ノ
講
習
ト
治
療
ノ
方
法
稍
其
端
緒
ヲ
得
ル
ニ
至
ル
、
且
夫
レ
生

徒
養
成
ノ
如
キ
ハ
、
開
校
以
来
変
則
学
科
ヲ
卒
ヘ
、
官
ノ
准
許
ヲ
受
ケ
、
業
ヲ
各

地
ニ
開
ク
者
十
七
名
ア
リ
、
其
他
ノ
生
員
モ
亦
皆
漸
次
卒
業
シ
、
各
業
ヲ
開
ク
ニ

至
ル
ヘ
シ
、
抑
東
京
ハ
盛
大
ノ
医
学
校
ア
リ
、
開
業
ノ
国
手
モ
亦
其
人
ニ
乏
シ
カ

ラ
ス
ト
雖
今
ヤ
県
下
ノ
開
業
医
員
六
百
九
人
ニ
過
キ
ス
、
其
生
命
ヲ
托
ス
ヘ
キ
モ

ノ
無
キ
ニ
非
ラ
サ
レ
ト
モ
、
人
民
ノ
多
ク
シ
テ
疾
病
ノ
行
ハ
ル
ヽ
ニ
当
リ
、
或
ハ

良
医
ノ
診
察
ヲ
受
ク
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
シ
テ
其
命
ヲ
亡
フ
者
ア
ル
ニ
至
ラ
シ
メ
ハ
、
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豈
惨
然
ナ
ラ
サ
ラ
ン
ヤ
、
且
聞
ク
医
員
ノ
制
ハ
人
口
五
百
ニ
シ
テ
一
人
ヲ
配
置
ス

ル
ニ
非
サ
レ
ハ
、
其
治
療
ヲ
施
ス
コ
ト
難
シ
ト
、
夫
レ
県
下
ノ
人
口
概
九
十
余
万

ア
リ
、
即
試
ニ
五
百
人
ニ
一
医
ヲ
配
置
ス
ル
ト
セ
ハ
、
千
八
百
人
ノ
医
ナ
カ
ル
可

ラ
ス
、
然
ル
ニ
其
数
僅
ニ
三
分
ノ
一
ニ
過
キ
ス
、
是
本
校
ヲ
拡
張
ス
ル
コ
ト
片
時

モ
忽
セ
ニ
ス
ル
可
カ
ラ
サ
ル
所
以
ナ
リ
、
而
シ
テ
其
費
用
ニ
至
リ
テ
ハ
本
校
ノ
学

科
高
尚
ナ
ル
カ
故
ニ
、
書
器
薬
料
等
遠
ク
欧
米
諸
洲
ヨ
リ
購
求
セ
サ
ル
ヲ
得
ス
、

教
師
ヲ
聘
ス
ル
モ
亦
国
手
名
流
ニ
非
サ
レ
ハ
、
其
任
ニ
堪
フ
ル
コ
ト
能
ハ
ス
、
凡

斯
諸
項
ハ
従
来
県
税
ヲ
以
テ
支
弁
セ
リ
ト
雖
新
法
ノ
施
行
ニ
就
テ
ハ
、
明
治
十
二

年
度
ヨ
リ
地
方
税
ニ
継
続
シ
、
之
ニ
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